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皆さん！いかがお過ごしでしょうか。新型コロナにより、4 月

７日に緊急事態宣言が発出されて以降、自粛の毎日が続い

ております。皆様におかれましても、色々な制約の中、無事

頑張っておられることと存じます。 

私どもＮＰＯひだまりのご利用者と職員は、無事従来通り毎

日の生活をしております。しかしながら念には念を入れて感

染回避第一に気を付けて活動をしていますので、東京方面

への外出や感染リスクのある場所の利用は暫く見合わせてお

ります。また年一回のひだまり通常総会は３密を避ける為、書

面決議と致しました。令和元年度の事業報告、収支決算は賛

成多数で承認されました。  今年度の基本方針は、従来通り “知的障害者自身の意思と個性を尊

重して、自立的生活の一助となるよう支援する” を掲げサービス事業を進めることも承認されました。

現状においては行動援護や移動支援などご利用者の希望する所に行って楽しんでもらいたいので

すが、外出環境が制約され厳しいので大変苦慮しています。5 月下旬の状況では、新規感染者数も

大幅に減り、陽性率も減少傾向にありますが、これからはこの厳しい環境と向き合いながら覚悟して、

職員一同頑張るつもりです。 

ご報告になりますが、二年間の任期終了に伴い、新役員の選任を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

このたび NPO ひだまり設立以来理事長として尽力された小関 茂さんが理事を勇退されました。ま

た、長年 NPO 法人専務理事兼障害児者の将来を守る父の樹会の事務局長を務められた田川正浩

さんが退任され、新たに当法人の理事である山本 茂さんが就任されることになりました。当法人とし

ましても今年度から大きな変化の中で、今までの方針を継承して行くつもりです。 

ひだまりの活動に応援、ご支援してくださっているご利用の皆様、父の樹会の皆様並びに心を寄せ

てくださっている賛助会員の皆様に、今年度もご支援を賜ります様、お願い致します。 
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田川さんの後任としてひだまりの専務理事を引き継ぐこととなりました

（娘が父の樹園でお世話になっております）山本茂です。浅薄の自分が

専務理事になることとなり、その重責に身が震える思いがしており、また、

少なからず後悔もしております。 

 さて、自分がひだまりの理事に就任した当初の理由は、将来ひだまりが

成年後見制度における相談窓口として役割を果たす際、その一助になり

たいと思ったからです。しかしながら、最近では、その成年後見制度も万能ではないといわれ、人によ

っては自立支援事業やその他の制度を活用した方が良い場合があるとも伺っております。 

 これからはハンディキャップを持っておられる本人たちが、何に喜び、哀しみ、苛立ち、怒っている

のか、その意思決定を模索しながらも 彼らが日々心穏やかに安心して楽しく生活できる環境作りに

貢献したいと考えています。さらには、昨今のコロナ禍、いつ起きるか分からない首都直下型地震な

どの災害対応、あるいは、親兄弟の死といった環境の激変時における過ごし方を今後の課題として位

置付け、計画を策定したいとも考えています。 

 いずれにしましてもひだまりだけではなく、千葉市成年後見支援センターやＰＡＣガーディアンズな

どの関係団体とも連携しながら 障害のある方にとってより良い社会が構築できるようにと考えてまいり

ますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひだまりが運営する障害福祉サービス事業メープルリーフは、利用するご本人が会員として

「ひだまり」と契約を結び利用します。また、ご利用者の保護者の方には賛助会員としてひだまり

支援をお願いしています。更にメープルリーフを利用しない父の樹会会員の方にも賛助会員加

入の呼びかけを行なっています。 

NPO ひだまりは、これまでの活動実績や賛助会員数が評価され、平成 27 年 3 月に千葉市よ

り“認定ＮＰＯ法人”の認証を受けました。千葉市にあるＮＰＯ４３７法人の中でこの認定を受けて

いる団体は現在９法人のみです。この度更新審査が行われ、お陰様で継続して認定を受けるこ

とが出来ました。本当にありがとうございました。緊急事態宣言発令後、支援活動の制約、収支

の悪化など事業経営は大変厳しい状態にあります。当法人の理念、活動に賛同される方は、賛

助会員にご加入頂ければ大変有難く存じます。ご協力いただける方は、ひだまり事務所までご

連絡ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度ご協力いただいた方には、継続のお願いと振込用紙を同封させていただいております。 

本年度もご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

◆賛助会費 ・・・・ 一口 3,000円から何口でも結構です。（一年間） 

◆振込先 ・・・・・・ ゆうちょ銀行  【口座番号】00110-3-739401 

                   【口座名称】特定非営利活動法人ひだまり 

◆連絡先 ・・・・・・ ひだまり事務所 山本 ・ 久保井  ℡：043-258-8604 

 

ひだまり専務理事   山本茂 


